
年に１度の健康チェック
健康診査・がん検診を受診しましょう！
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来春小学校に入学する皆さんへ
新入学児童健康診断
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●日時　10/17（木）
※受付時間は案内通知書で確認してください。
●場所　遠賀町中央公民館
●対象
　平成30年４月２日～平成31年４月１日に生まれた幼児

●持ってくるもの　案内通知書、母子手帳
●その他　8/13（火）現在で遠賀町に住民票がある人へ

８月末に案内通知書を送付します。案内通知書が届
かない人は、学校教育係に連絡してください。

●問い合わせ　学校教育係　☎093-293-1372

健康診査・がん検診の日程
[受付]8:10 ～ 11:00

※対象地区以外の人も受診できます。
※予約可能な日程のみ掲載していますが、今後の予約

状況により、希望日に受診できない場合があります。
日程 対象地区 場所

9/14（土） 旧停・老良（託児あり） 遠賀コミュニティーセンター

10/10（木） 広渡・道官 遠賀コミュニティーセンター

10/19（土） 地区指定なし（託児あり） 遠賀町中央公民館

健康診査の内容

健診名 対象者 内容 自己負担金

特定健診 国民健康保険に加入している40歳以上の人
※75歳の誕生日の前日まで受診できます。

身体測定、尿検査、血圧測定、
血液検査（血糖、脂質、肝機能、
腎機能など）、診察、問診

500円後期高齢者健診 後期高齢者医療制度に加入している人

若人健診 19 ～ 39歳までの人

生保健診 生活保護を受給している40歳以上の人 無料

がん検診の内容 ※生活保護を受給している人は全て無料です。

検診名 対象者 内容 自己負担金

肺がん検診
結核検診 40歳以上の人

胸部レントゲン撮影 500円

喀
かく

痰
たん

検査(希望者のみ)
※検診当日に50歳以上で喫煙指数（１日当たりの喫煙
　本数×喫煙年数）600以上の人へ説明します。

400円

大腸がん検診 40歳以上の人 便潜血検査
※事前に検査容器を配布し、検査日に回収します。 500円

胃がん検診
40歳以上の人

※昨年度に町の胃内視鏡検診を
　受けた人は受診できません。

胃部レントゲン撮影
※バリウムを飲みます。

2,000円

前立腺がん検診 50歳以上の男性 採血による検査 500円

●申し込み・問い合わせ　健康対策係　☎093-293-1253
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　令和６年10月１日から、児童手当制度が一部変更にな
ります。世帯の状況により、手続きが必要です。
　８月下旬以降に、18歳以下の子どもがいる世帯へ案内
を送付しますので、確認してください。
●拡充内容

▷高校生年代（15歳に達する年度末から18歳に達する
年度末まで）の子も支給対象となります。

▷所得による制限がなくなります。
▷第３子以降の手当月額が、３万円に増額されます。
▷支払回数が、年６回（偶数月）に増えます。
▷多子加算のカウント対象が、22歳に達する年度末ま

での子に拡大されます。
※詳しくは遠賀町ホームページで確認してください。
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　所得税と個人住民税の定額減税で、全額を減税しきれ
ないと見込まれる人へ、差額を支給します。
　８月中旬以降に、対象者へ「支給のお知らせ」または「支
給確認書」を送付しますので確認してください。
●対象　令和６年度個人住民税が遠賀町で課税されている

人で、定額減税可能額が「令和６年分推計所得税額」また
は「令和６年度分個人住民税所得割額」を上回る人

●給付額　次の①と②の合計額
①定額減税可能額（３万円×（本人＋扶養親族数））－令和

６年分推計所得税額（減税前）
②定額減税可能額（１万円×（本人＋扶養親族数））－令和

６年度分個人住民税所得割額（減税前）

　子育て世帯の負担軽減を図り、保育料の階層ごとの負
担割合を平準化するため、保育料を最大22％減額する見
直しを行いました。令和６年９月分以降から適用されま
すので、確認してください。

ケース１（第１子の保育料月額）
■父、母、子ども１人（３歳未満）
■世帯年収
　550万円、所得355万円、町民税所得割112,000円

●手続方法
［支給のお知らせが届いた人］ 手続き不要
［支給確認書が届いた人］ 支給確認書と添付書類を提出
※オンライン手続きもできます。

●支給時期　９月中旬から順次支給します。
●手続期限　10/31（木）
●その他

▷６月28日時点の課税情報に基づき算定しています。
▷千円以下を切り上げ、１万円単位で支給します。
▷詳しくは遠賀町ホームページで確認してください。

●手続き・問い合わせ　課税係
　☎093-293-1301（給付金専用ダイヤル）

●その他
　詳しくは遠賀町ホームページで確認してください。
●問い合わせ　子育て支援係
　☎093-293-1254

ケース２（第２子の保育料月額）
■父、母、子ども２人（第１子：小学生、第２子：３歳未満）
■世帯年収
　550万円、所得355万円、町民税所得割112,000円

●手続きの必要がある人
▷高校生年代の子のみを養育している人
▷所得上限限度額超過により、現在児童手当（特例給

付）を受給していない人
▷過去に遠賀町で児童手当の支給対象となったことが

ない高校生年代の子を養育している人
▷新たに第３子加算の算定基準となる大学生年代（ 18

歳に達する年度末から22歳に達す
る年度末まで）の子の生計費を負担
している人

●手続期限　10/31（木）
●手続き・問い合わせ　子育て支援係　

☎093-293-1254
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令和６年分 所得税／令和６年度分 個人住民税
定額減税補足給付金（調整給付金）

町独自に保育料を減額します

令和６年10月から児童手当制度が拡充されます

制度基準 保育料月額 国との差額
国 44,500円 -

町（減額前） 38,300円 ▲  6,200円
町（減額後） 29,900円 ▲14,600円

制度基準 保育料月額 国との差額
国 44,500円 -

町（減額前） 19,150円 ▲25,350円
町（減額後） 14,950円 ▲29,550円
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